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8日・山の日　9日・振替休日8月◆  8月の税務と労務

8 2021（令和3年）

電子納税証明書の印刷利用が可能に　e-Taxで取得した電子納税証明書を紙に印刷し
たものは、これまで納税証明書として利用できませんでしたが、7月から電子納税証明
書をPDFデータで受け取ることが可能となり、印刷したものを利用できるようになりま
した。これに伴い、証明書は偽造防止技術を施した新デザインに変更されています。

国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日

国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日

国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日

国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 8月31日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日

地方税／個人事業税第1期分の納付

 都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

 市町村の条例で定める日

暑
中
お
見
舞
い
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8 月号 ─ 2

　

毎
年
八
月
を
過
ぎ
る
と
台
風
も
多

く
な
り
、
自
然
災
害
に
対
す
る
備
え

が
必
要
と
な
る
時
期
に
入
り
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
会
社
が
自
然
災
害

に
よ
り
被
害
を
受
け
た
場
合
等
の
税

制
上
の
取
扱
い
を
確
認
し
ま
す
。

　

な
お
、
自
然
災
害
（
以
下
「
災
害

等
」）と
は
、
暴
風
・
豪
雨
・
豪
雪
・

洪
水
・
高
潮
・
地
震
・
津
波
・
噴
火

そ
の
他
の
異
常
な
自
然
現
象
で
生
じ

る
被
害
を
い
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
も
含
ま
れ
ま
す
。

１　
災
害
等
に
よ
る
期
限
の
延
長

　

会
社
が
災
害
等
に
よ
り
、
国
税
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
申
告
・
申
請

そ
の
他
書
類
の
提
出
又
は
納
付
等
の

期
限
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
災
害
等
が
や
ん
だ
日
か

ら
二
か
月
以
内
に
限
り
、
申
告
期
限

な
ど
が
延
長
さ
れ
ま
す
。

２　
災
害
等
に
よ
る
納
税
の
猶
予

　

会
社
が
災
害
等
に
よ
り
、
次
の
よ

う
な
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
は
、
法

人
税
な
ど
に
つ
い
て
納
税
の
猶
予
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑴
　
損
失
を
受
け
た
場
合
の
猶
予

　

こ
の
納
税
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る

会
社
は
、
災
害
等
に
よ
り
全
積
極
財

産
の
概
ね
二
〇
％
以
上
の
損
失
を
受

け
た
場
合
で
、
納
税
の
猶
予
が
受
け

ら
れ
る
国
税
は
、
そ
の
損
失
を
受
け

た
日
以
後
一
年
以
内
に
納
付
す
べ
き

も
の
に
な
り
ま
す
。

⑵
　
納
付
が
困
難
な
場
合
の
猶
予

　

災
害
等
に
よ
り
、
国
税
を
一
時
に

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
税
務
署
長
に
申

請
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
の
猶

予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

３　
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
特
例
猶
予

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
納
税
が
困
難
に
な
っ
た
会
社

な
ど
に
対
し
、
令
和
二
年
二
月
一
日

か
ら
三
年
二
月
一
日
ま
で
に
納
期
限

が
到
来
す
る
国
税
に
つ
い
て
、
原
則

と
し
て
一
年
間
、
納
税
が
猶
予
さ
れ

る
特
例
が
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
適
用
期
間
は
既
に
経
過

し
て
い
る
た
め
、
令
和
三
年
二
月
二

日
以
後
の
納
期
限
到
来
分
か
ら
は
、

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
納
税
が
困
難

に
な
っ
た
会
社
等
は
、
前
記
２
⑴
・

⑵
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
納
税
猶
予
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

４　
被
災
し
た
会
社
に
対
す
る
法
人

税
の
取
扱
い

⑴
　
滅
失
・
損
壊
し
た
資
産
等

　

会
社
が
所
有
す
る
商
品
や
原
材
料

等
の
棚
卸
資
産
・
店
舗
や
事
務
所
等

の
固
定
資
産
な
ど
の
資
産
が
災
害
等

に
よ
り
滅
失
又
は
損
壊
し
た
場
合
の

損
失
、
損
壊
し
た
資
産
の
取
壊
し
又

は
除
去
の
た
め
の
費
用
及
び
土
砂
そ

の
他
の
障
害
物
の
除
去
の
た
め
の
費

用
は
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

⑵
　
資
産
の
評
価
損

　

会
社
が
所
有
す
る
棚
卸
資
産
・
固

定
資
産
又
は
一
定
の
繰
延
資
産
が
災

害
等
に
よ
り
著
し
い
損
傷
が
生
じ
た

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
価
が
帳
簿
価

額
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
帳
簿
価
額
と
時
価
と
の
差
額
に

つ
い
て
、
損
金
経
理
を
す
る
こ
と
に

よ
り
、
評
価
損
を
計
上
し
て
損
金
の

額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑶
　
復
旧
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用

　

会
社
が
災
害
等
に
よ
り
被
害
を
受

け
た
固
定
資
産
（
被
害
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
評
価
損
を
計
上
し
た
も
の

を
除
き
、
以
下
「
被
災
資
産
」
と
い

い
ま
す
）
に
つ
い
て
、
支
出
す
る
原

状
を
回
復
す
る
た
め
の
費
用
は
、
修

繕
費
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
被
災
資
産
の
被
災
前
の
効

用
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
補
強
工

事
・
排
水
又
は
土
砂
崩
れ
の
防
止
等

の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
に
つ
い
て
、

修
繕
費
で
経
理
を
し
て
い
る
と
き
は
、

こ
の
処
理
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

会社における
自然災害と税
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⑷
　
災
害
損
失
特
別
勘
定
の
設
定
等

　

会
社
が
、
災
害
等
の
あ
っ
た
日
の

属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
、
災
害

等
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
棚
卸
資

産
・
固
定
資
産
等
の
修
繕
等
の
た
め

に
、
災
害
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
以

内
に
支
出
す
る
費
用
の
適
正
な
見
積

額
と
し
て
繰
入
限
度
額
以
下
の
金
額

を
、
損
金
経
理
に
よ
り
災
害
損
失
特

別
勘
定
に
繰
り
入
れ
た
と
き
は
、
そ

の
金
額
が
そ
の
事
業
年
度
の
損
金
の

額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
災
害
等
の
あ
っ
た
日
か

ら
一
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
事

業
年
度
に
お
い
て
、
災
害
損
失
特
別

勘
定
の
残
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
残
額
を
取
り
崩
し
て
益
金
の
額
に

算
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑸
　
災
害
等
に
よ
る
損
失
金
の
繰
越

し
及
び
繰
戻
し
還
付

　

会
社
が
所
有
す
る
棚
卸
資
産
・
固

定
資
産
等
に
つ
い
て
災
害
等
に
よ
り

生
じ
た
損
失
に
係
る
災
害
損
失
欠
損

金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
損
失

の
発
生
し
た
事
業
年
度
が
青
色
申
告

書
を
提
出
で
き
な
い
事
業
年
度
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
災
害
損
失
欠
損
金
額

に
相
当
す
る
金
額
は
、
そ
の
事
業
年

度
か
ら
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
繰
り

越
し
て
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
会
社
が
、
災
害
等
の
あ
っ

た
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
各
事
業

年
度
に
お
い
て
生
じ
た
災
害
損
失
欠

損
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
災

害
損
失
欠
損
金
額
に
対
応
す
る
法
人

税
額
に
つ
い
て
、
繰
り
戻
し
て
還
付

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

５　
被
災
し
た
従
業
員
・
取
引
先
等

へ
の
支
援
に
対
す
る
法
人
税
の
取

扱
い

⑴
　
仮
設
住
宅
の
設
置
費
用

　

会
社
が
、
被
災
し
た
従
業
員
等
の

仮
設
住
宅
の
設
置
等
に
伴
う
資
材
・

組
立
て
等
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額

は
、
そ
の
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に

算
入
さ
れ
ま
す
。

⑵
　
従
業
員
等
へ
の
災
害
見
舞
金

　

会
社
が
、
被
害
を
受
け
た
従
業
員

等
や
そ
の
親
族
等
に
対
し
一
定
の
基

準
に
従
っ
て
支
給
す
る
災
害
見
舞
金

に
要
し
た
費
用
は
、
福
利
厚
生
費
と

し
て
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

⑶
　
取
引
先
に
対
す
る
災
害
見
舞
金

　

会
社
が
、
被
災
前
の
取
引
関
係
の

維
持
・
回
復
を
目
的
に
、
取
引
先
に

対
し
て
支
出
し
た
災
害
見
舞
金
等
に

要
し
た
費
用
は
、
交
際
費
等
に
該
当

せ
ず
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

⑷
　
被
災
者
へ
の
自
社
製
品
等
の
提
供

　

会
社
が
、
不
特
定
多
数
の
被
災
者

を
支
援
す
る
た
め
に
緊
急
に
行
う
自

社
製
品
等
の
提
供
に
要
す
る
費
用

は
、
寄
附
金
又
は
交
際
費
等
に
該
当

し
な
い
も
の
（
広
告
宣
伝
費
に
準
ず

る
も
の
）
と
し
て
、
損
金
の
額
に
算

入
さ
れ
ま
す
。

６　
被
災
し
た
会
社
に
対
す
る
消
費

税
の
取
扱
い

⑴
　
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
等
の

提
出
が
遅
れ
た
場
合

　

会
社
が
災
害
等
に
よ
り
、
そ
の
課

税
期
間
開
始
前
に
「
消
費
税
課
税
事

業
者
選
択
届
出
書
」、「
消
費
税
課
税

事
業
者
選
択
不
適
用
届
出
書
」、「
消

費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」

又
は
「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択

不
適
用
届
出
書
」
を
提
出
で
き
な
か

っ
た
場
合
に
は
、
所
轄
税
務
署
長
の

承
認
を
受
け
る
こ
と
で
、
そ
の
課
税

期
間
前
に
こ
れ
ら
の
届
出
書
を
提
出

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

⑵
　
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け

る
必
要
が
生
じ
た
場
合
等

　

会
社
が
、
被
害
を
受
け
た
こ
と
に

よ
っ
て
災
害
等
の
生
じ
た
日
の
属
す

る
課
税
期
間
等
に
つ
い
て
、
簡
易
課

税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
必

要
と
な
っ
た
場
合
、
若
し
く
は
受
け

る
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
る
こ

と
で
、
災
害
等
の
生
じ
た
日
の
属
す

る
課
税
期
間
等
か
ら
簡
易
課
税
制
度

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
、
若
し
く
は

適
用
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

７　
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促

進
税
制
の
見
直
し

　

会
社
の
災
害
等
に
対
す
る
事
前
対

策
強
化
に
向
け
た
設
備
投
資
を
支
援

す
る
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促

進
税
制
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
度
税

制
改
正
で
見
直
し
が
行
わ
れ
、
適
用

期
限
が
令
和
五
年
三
月
末
ま
で
延
長

さ
れ
ま
し
た
。

　

同
税
制
は
、
中
小
企
業
等
経
営
強

化
法
に
基
づ
き
、
認
定
を
受
け
た
事

業
継
続
力
強
化
計
画
等
に
記
載
さ
れ

た
対
象
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た

場
合
に
は
、
特
別
償
却
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

改
正
で
は
、
対
象
資
産
に
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め

に
取
得
等
を
す
る
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
、

無
停
電
電
源
装
置
な
ど
が
追
加
さ
れ

た
一
方
、
火
災
報
知
器
や
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
、
消
火
設
備
、
防
火
シ
ャ
ッ

タ
ー
な
ど
が
対
象
外
と
な
り
ま
し
た
。
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係のある技術や知識を習得させるための費
用を支給する場合、①次の3つのいずれか
の要件を満たし、②その費用が職務に直接
必要で適正な金額であれば、給与として課
税しなくても差し支えありません。
・技術や知識を習得させるための費用
・免許や資格を取得させるための研修会や

講習会などの出席費用
・直接必要な分野の講義を大学などで受け

させるための費用
　一方、学校の授業料等の学資金を支給す
る場合は、原則、全て課税となります。た
だし、使用人本人の高校までの学資金でそ
の修学費用として適正なものは、役員又は
使用者である個人の親族のみを対象とする
場合を除き課税しなくても差し支えありま
せん。したがって、大学や高専、専修学校
及び各種学校の学資金を支給する場合に
は、上記の①及び②の要件等に該当するも
のを除いて、給与として課税されます。

職務に必要な技術等の習得費用
　企業が、役員や使用人に対して仕事に関

　
個
人
事
業
を
法
人
成
り
し

ま
す
。
一
括
償
却
資
産
を
法

人
に
引
き
継
ぎ
ま
す
が
、
前
年
ま
で

に
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
て
い
な
い

金
額
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。

　
一
度
、
一
括
償
却
資
産
と

し
た
も
の
は
、
譲
渡
等
が
あ

っ
て
も
三
年
間
に
わ
た
り
均
等
償
却

を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
相
続
が
あ
っ
た
場
合
は
、

そ
の
取
得
価
額
の
う
ち
必
要
経
費
に

算
入
さ
れ
て
い
な
い
部
分
は
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則
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死
亡
日
の
属
す
る
年
分
の
必
要
経
費

に
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入
し
、
例
外
的
に
死
亡
日
の
属

す
る
年
の
翌
年
以
後
の
各
年
分
に
対

応
す
る
部
分
は
業
務
を
承
継
し
た
者

の
必
要
経
費
に
算
入
で
き
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
人
成
り
の
場
合

は
、
事
業
が
廃
止
さ
れ
、
そ
の
事
業

を
承
継
す
る
人
も
い
な
い
の
で
、
全

て
廃
業
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
必

要
経
費
に
算
入
す
る
の
が
相
当
で
す
。

法
人
成
り
に
伴
う
一
括
償
却
資
産
の
必
要
経
費
算
入
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暑中のご挨拶
　暑中お見舞い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症に伴い、「緊急事態宣言」が発出されるとともに、「まん延
防止等重点措置」が出され、移動の自粛要請等による国民生活や社会経済への甚大な影
響が続いており、企業・事業者の経営を圧迫しています。
　政府では、企業向け及び労働者向けの各種給付金や支援金の申請期限を延長するなど
の支援措置を継続しているほか、令和3年度税制改正法では、“ウィズコロナ・ポストコ
ロナの経済再生”に向けた経済構造の転換・好循環を図るため、あらゆる分野において
税制の特例措置が創設・拡充されており、企業関係では多くの設備投資減税が盛り込ま
れています。
　労務関係では、昨年、大企業で始まったパートタイム・有期雇用労働法における「同
一労働同一賃金」が今年4月から全面施行となり、中小企業でも正社員と非正規社員の
間で基本給や賞与、手当、福利厚生といった待遇での不合理な格差を設けることの禁止
や、労働者への待遇に関する説明義務の強化などがスタートしました。企業としては新
型コロナ感染症対策とともに、社内規定の整備等を行い対応していきたいところです。
　皆様方のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。


